
5.5%

8.2%

30.6%

4.4%

1.1%

2.0%

3.7%

2.9%

6.0%

7.3%

28.1%

1.7%

1.1%

29.3%

42.0%

21.9%

30.1%

3.5%

7.7%

18.1%

27.7%

29.8%

33.3%

36.6%

18.3%

8.9%

46.7%

39.8%

27.3%

50.9%

48.1%

46.5%

46.7%

47.2%

46.2%

41.1%

25.6%

52.9%

50.5%

18.2%

9.8%

20.0%

14.5%

47.1%

43.6%

31.3%

22.0%

17.8%

18.1%

9.6%

26.9%

39.1%

0.3%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

0.2%

0.1%

0.3%

0.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(ｱ) 水平社宣言

(ｲ) 同対審答申

(ｳ) 統一応募用

紙の制定

(ｴ) 部落差別解

消法
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(ｶ) いじめの定義

(ｷ) 合理的配慮
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(ｻ) 学校プラット
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(ｼ) 拉致問題

(ｽ) ネットによる

人権侵害

知らない 聞いたことがあるがあまり理解せず おおよそ理解 人に説明できる 無回答等全体
n=3118

人権教育を推進するための研修の充実・改善に活かすとともに、人権教育の一層の充実を

図るために実施した意識調査は、調査対象教職員の30％に当たる約3,000名を校種、勤務地域、

年齢層、職種を考慮して無作為に抽出し回答いただきました。御協力いただいた教職員の皆様

に感謝いたします。調査結果報告書は、学校教育課人権教育室のホームページからダウンロー

ド可能です。

このリーフレットは、調査結果を踏まえ、校内研修を充実・改善し、研修に主体的に参加す

ることによって、教職員一人一人の人権意識を高めることを目的に作成しました。

調査では、人権問題の指導経験や人権問題に関する意識・知識、人権教育推進に関する意

識等を質問しました。次の（図１）は、人権問題に関連する(ｱ)～(ｽ)の事柄についての理解度（知

識）についての回答結果です。

教職員研修の充実のために
～人権教育に関する教職員の意識調査結果から～

第 １ 号
令和 ２年 ７月
京都府教育委員会

（図１）人権問題の理解度

回答の区別は回答者各自に任せていますが、「人に説明できる」と自信を持って回答し

た比率は、どの事項も過半数を下回っており、「知らない」「あまり理解していない」層に

も注目すると、人権教育を進めていく上での大きな課題となることを示唆しています。

1

特に「知らない」の回答比率が高い、(ｳ)統一応募用紙の制定と(ｻ)学校プラットフォーム

については、３・４ページにて校内研修を進めていくための資料を掲載しています。
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一方、「人権教育で身に付けるべき

こと」（図２）では、「人権感覚」を養い、

「知識」を深めることの必要性を感じて

いる割合が高いことがわかります。

また、人権問題の理解度と人権問題

に関する意識をスコア化（高い方を高得

点）して、クロス集計を行ったところ（図

３）、「知識スコア」が高いほど「意識ス

コア」が高いという結果となり、別のク

ロス集計では、人権問題の指導経験と理

解度にも相関があることがわかりました。

さらに、「人権について深く考えた

出会い」と「意識・知識スコア」とのク

ロス集計を行ったところ（図４）、「当

事者」や「解決に向けて取り組む人」と

の出会いが契機となった場合にスコアが

高くなる結果となりました。

（図２）人権教育で身に付けるべきこと（３つまで選択可）

（図３）「知識スコア」と「意識スコア」とのクロス集計

報告書では、

調査結果を踏ま

えて、今後の教

職員研修の在り

方について、以

下の４点にまと

めています。

１ 学んだ知識を定着させることを通じて、人権意識を高める機会をつくる。

指導経験と理解度、理解度と意識には相関があるため、発表や指導の経験を通じ

て知識を定着させ、同時に意識を高めましょう。

２ 様々な人権問題を自分自身の問題として捉えることのできる機会をつくる。

人権問題の背景にある社会的な要因を理解し、差別解消のために自分自身ができ

ることを考えましょう。

３ 人権問題の解決に向けて取り組む人や被差別の当事者と出会う機会をつくる。

様々な人との出会いの中で深く学びましょう。

４ 効果的な指導方法や指導内容を学ぶ機会をつくる。

特に若い世代の教職員は、人権学習において「間違ったことをしないか」「どの

ようなことをしていいかわからない」という不安を抱えていることがわかりました。
若い世代の不安を解消するために、率直な意見を出し合いながら、指導方法等を学ぶ
機会を作りましょう。
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（図４）「人権について深く考えた出会い」とのクロス集計



図１の(ｱ)～(ｽ)の中で「知らない」を選択した比率が最も高い事項は「(ｳ) 統一応募用紙の制

定」でした。これを年齢層別に集計した結果は、次の（図５）のようになり、子どもの希望進路の

実現に大きくかかわる教職員としては、極めて低い結果となりました。

就職差別撤廃の取組に学ぶ

（図１）人権問題の理解度

46.6%

40.0%

25.5%

17.1%

29.8%

23.1%

26.6%

13.9%

16.5%

26.8%

32.1%

31.1%

7.1%

9.9%

15.6%

37.6%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29歳以下

n=594

30～39歳

n=869

40～49歳

n=564

50歳以上

n=1083

知らない 聞いたことがあるがあまり理解せず おおよそ理解 人に説明できる 無回答等

（図５）「統一応募用紙の制定など公正な採用選考の取組」の年齢層別理解度

昭和40年代の応募用紙は各事業所が用意し

ており、本籍地（住所）、家族の学歴や収入、

宗教等を書かせていました。右図は、当時の応

募用紙の一部です。

3

就職差別撤廃（統一応募用紙の制定等）の取組について理解を深めていきましょう。

昭和42年、府立高校の同和地区出身の生徒

が、就職試験に合格して採用内定の通知を受け

ていたにもかかわらず、家庭調査の結果、本人

の居住している地域の「環境が悪い」ことを理

由に不採用となった問題がありました。これを

きっかけに、教職員集団の意思統一のもとに、

就職差別の問題を社会的にも提起して取組を進

めていく中で、昭和45年に京都府独自の統一用

紙を作成し、昭和46年には、近畿で統一用紙を

使用することになりました。

氏名（印）

性別（男・女）

生年月日

本籍（県名のみ）

現住所

保護者（氏名・続柄・年齢）

学歴（中学校卒業から）

家族

（氏名、性別、続柄、年齢）

資格等、趣味・特技

志望動機・希望職種 家族欄削除（H8）

保護者欄削除（H17）

【近畿統一用紙（履歴書）制定時の主な項目とその後の改訂】

続柄・年齢削除（H8）

適性や能力、意
欲のみを基準と
した公正な採用
選考を実施する
ためには？

本人に責任のない
事項、本来自由で
あるべき事項は、
適性や能力に関係
しない。

面接時の不適切な質問か

ら就職差別につながる恐れも

あります。公正な採用選考の

ための取組は、現在も続いて

います。

性別欄削除（R2）

男・女選択から記入へ（H8） 参考資料

◇ 同和教育指導資料改訂版（平成９年度）

京都府教育委員会

◇ 人権学習資料集<中学校編Ⅱ>
京都府教育委員会

◇ 令和３年３月新規高等学校・特別支援
学校卒業者の就職推進について（依頼）
京都労働局職業安定部長
京都府文化スポーツ部長
京都府教育委員会教育長
京都市教育長

◇ 従業員採用の手引
京都労働局・ハローワーク

高等学校入学から記入（H8）

（印）を削除（H28）

本籍欄削除（H8）



4

【問い】応募用紙に次の項目があることで、不安を感じる子どもの気持ちを教職員間で交流しま

しょう。
【１】家族欄 【２】本籍欄 【３】性別欄

プラットフォームとしての学校とは

図１の(ｱ)～(ｽ)の中で「知らない」を選択した比率が２番目に高い事項は「(ｻ) 京都府子どもの

貧困対策推進計画において、学校がプラットフォームとして位置付けられたこと」でした。

子どもの貧困の現状と学校プラットフォームについて理解を深めましょう。

図５の年齢層別理解度の結果から、公正な採用選考に向け、子どもの人権を守っ

てきた取組の意義が若い世代に継承されていないことが危惧されます。次の問いを通

じて、校内で研修を進めていきましょう。

令和２年３月に策定された第２次京都府子ども

の貧困対策推進計画では、子どもの貧困の現状と課

題として、右の事項が挙げられており、計画の基本

理念として、「すべての子どもが生まれ育つ環境に

左右されることなく、その将来に夢や希望を持って

成長していける社会の実現を目指す」こととしてい

ます。

【子どもの貧困の現状と課題】
◆７人に１人の子どもが貧困世帯で暮らす。
◆生活保護世帯・ひとり親家庭は、10年で1.3～1.4
倍に増加。母子家庭の半数以上で就労収入は200
万円未満。
◆母子家庭の子どもの５人に１人が子どもだけで食
事。母子家庭の小中学生の約40人に１人が夕食を
１人で食べる孤食の状況。
◆家庭の経済状況が学力や高校中退・大学進学
率等に影響することから、きめ細やかな学習支援
が子どもの社会的自立に繋がる。

【問い】教育活動をしている中で、貧困世帯の子どもであることに気がつく具体的な例を挙げ、

交流しましょう。また、勤務校では、困難な状況にある子どもに対して、専門家や外部機

関とどのように連携して支援につなげているか、交流・確認しましょう。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、貧困世帯の増加が危惧されてい

ます。次の問いを通じて、校内で研修を進めていきましょう。

【学校プラットフォームの具体的取組の例】
◆困難な状況にある子どもを早期に把握し、必要
な支援に繋げる。
◆学校からの相談を一元的に受け付ける窓口を福
祉事務所や児童福祉部門等に整備する。
◆まなび･生活アドバイザーと福祉関係者が核とな
り、ＮＰＯや自治会、民生・児童委員等の福祉関係
者により、子どもの学習･生活を支援するネットワー
クを構築する。

計画では、子どもが集う場である学校を

プラットフォームとして位置付け、家庭の

抱える問題への早期対応、福祉や就労等の

支援の橋渡し、学校での学力保障、地域で

の学習支援等を関係機関に求めています。

学校

家庭

教育委員会福祉関係機関

NPO・地域等

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

教職員

【学校をプラットフォームとした総合的な支援】

また、同計画の中では、学校プラットフォーム

を「学校を起点に支援に結びつく仕組み」

としています。

子ども達にかかわる様々な機関等の例


